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１ 神奈川県個人情報保護条例（平成２年神奈川県条例第６号）新旧対照表  

改    正 現    行 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)～(9) （略） (1)～(9) （略） 

（削徐） (10) 電子計算機処理 電子計算機を使用して

行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修

正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類す

る処理をいう。ただし、次に掲げる処理を除

く。 

 ア 専ら文章を作成するための処理 

 イ 専ら文書又は図画の内容を記録するための

処理 

 ウ 製版その他の専ら印刷物を製作するための

処理 

 エ 専ら文書又は図画の内容の伝達を電気通信

の方法により行うための処理 

(10) （略） (11) （略） 

  

（個人情報取扱事務の登録） 

第７条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務

（個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人

別に付された番号、記号その他の符号により個

人を検索し得る形で個人情報が記録された行政

文書（県又は国、独立行政法人等、他の地方公

共団体若しくは地方独立行政法人の職員に関す

る個人情報で専らその職務の遂行に関するもの

が記録された行政文書で実施機関が定めるもの

及び一般に入手し得る刊行物等を除く。）を使

用する事務に限る。以下この条において「個人

情報取扱事務」という。）について、次に掲げ

る事項を記載した個人情報事務登録簿を備えな

ければならない。 

（個人情報取扱事務の登録） 

第７条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務

（個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人

別に付された番号、記号その他の符号により個

人を検索し得る形で個人情報が記録された行政

文書（県又は国、独立行政法人等、他の地方公

共団体若しくは地方独立行政法人の職員に関す

る個人情報で専らその職務の遂行に関するもの

が記録された行政文書で実施機関が定めるもの

及び一般に入手し得る刊行物等を除く。第４号

において「個人情報記録」という。）を使用す

る事務に限る。以下この条において「個人情報

取扱事務」という。）について、次に掲げる事

項を記載した個人情報事務登録簿を備えなけれ

ばならない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 個人情報取扱事務で収集する個人情報に係

る当該個人の類型 

(4) 個人情報記録から検索し得る個人の類型 

(5) 前号の個人の類型ごとの次の事項 (5) 前号の個人の類型ごとの次の事項 

ア～エ （略） ア～エ （略） 

（削除） オ 保有個人情報の電子計算機処理を行うとき

は、その旨 

オ 保有個人情報を利用し、又は提供する範 カ 保有個人情報を利用し、又は提供する範
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改    正 現    行 

囲、保有個人情報を提供するときは提供する

保有個人情報の項目名及び第10条に規定する

電磁的方法により保有個人情報を提供すると

きはその旨 

囲、保有個人情報を提供するときは提供する

保有個人情報の項目名及び第10条第１項に規

定するオンライン結合により保有個人情報を

提供するときはその旨 

２～６ （略） ２～６ （略） 

  

（電磁的方法による提供） 

第10条 実施機関は、次の各号のいずれにも該当

する場合に限り、電磁的方法（当該実施機関が

管理する電子計算機と実施機関以外の者が管理

する電子計算機その他の機器とを電気通信回線

で接続した電子情報処理組織を使用し、当該実

施機関の保有個人情報を実施機関以外の者が随

時入手し得る状態にする方法をいう。）による

保有個人情報の提供を行うことができる。 

(1) 公益上の必要があると認められること。 

(2) 本人又は第三者の権利利益を不当に侵害す

るおそれがないと認められること。 

(3) 必要な保護措置を講じていること。 

（オンライン結合による提供） 

第10条 実施機関は、公益上の必要があり、か

つ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと

認められるときでなければ、オンライン結合

（当該実施機関が管理する電子計算機と実施機

関以外の者が管理する電子計算機その他の機器

とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関の

保有個人情報を当該実施機関以外の者が随時入

手し得る状態にする方法をいう。次項において

同じ。）による保有個人情報の提供を行っては

ならない。 

 ２ 実施機関は、オンライン結合による保有個人

情報の提供を新たに開始しようとするとき、又

はその内容を変更しようとするときは、あらか

じめ、審議会の意見を聴かなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当するとき

は、この限りでない。 

(1) 法令等の規定に基づき提供するとき。 

(2) 本人の同意に基づき提供するとき、又は本

人に提供するとき。 

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るた

め緊急かつやむを得ない必要があると認めて提

供するとき。 

(4) 出版、報道その他これらに類する行為によ

り公にされているものを提供するとき。 

(5) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又

は地方独立行政法人に提供するとき。 

 ３ 前２項の規定は、犯罪の予防、鎮圧及び捜

査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の

安全と秩序の維持のために公安委員会又は警察

本部長が警察庁又は他の都道府県警察に保有個

人情報を提供する場合には適用しない。 

  

（自己情報の利用停止請求権） （自己情報の利用停止請求権） 
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改    正 現    行 

第34条 何人も、自己を本人とする保有個人情報

が、次の各号のいずれかに該当すると認めると

きは、当該各号に定める保有個人情報の利用の

停止、消去又は提供の停止（以下「利用停止」

という。）を請求することができる。 

(1) （略） 

(2) 第９条第１項及び第２項、第９条の３又は

第10条の規定に違反して提供されているとき 当

該保有個人情報の提供の停止 

(3) （略） 

第34条 何人も、自己を本人とする保有個人情報

が、次の各号のいずれかに該当すると認めると

きは、当該各号に定める保有個人情報の利用の

停止、消去又は提供の停止（以下「利用停止」

という。）を請求することができる。 

(1) （略） 

(2) 第９条第１項及び第２項、第９条の３又は

第10条第１項の規定に違反して提供されている

とき 当該保有個人情報の提供の停止 

(3) （略） 

２ （略） ２ （略） 
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２ 地方税法第37条の２第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条

例（平成24年神奈川県条例第39号）新旧対照表 

改    正 現    行 

 別表     別表   

 

特定非営利活動

法人の名称 

主たる事務所の

所在地 

神奈川県県

税条例第10

条第２項の

期間 

  
特定非営利活動

法人の名称 

主たる事務所の

所在地 

神奈川県県

税条例第10

条第２項の

期間 

 

（削除）   

  
ＮＰＯ法人スロ
ーライフ障害者
地域活動支援セ
ンター 

鎌倉市腰越四丁
目９番８号 

平 成 27 年
１ 月 １ 日
か ら 令 和
２ 年 10 月
31日まで 

 （略）     （略）   

 

特定非営利活動
法人市民セクタ
ーよこはま 

横浜市中区弁天
通六丁目81番コ
ーケンキャピタ
ルビル２階Ｃ号
室 

（略） 

  

特定非営利活動
法人市民セクタ
ーよこはま 

横浜市中区太田
町四丁目49番地
ＮＧＳ横濱馬車
道ビル802号 

（略） 

 （略）     （略）   

 

ＮＰＯ法人ミニ
シティ・プラス 

横浜市都筑区中
川１－17－22ガ
ーデンプラザ宮
台402号室 

（略） 

  

ＮＰＯ法人ミニ
シティ・プラス

横浜市都筑区中
川一丁目４番１
号 

（略） 

 （略）     （略）   

 

特定非営利活動
法人横浜日独協
会 

横浜市栄区小菅
ケ谷一丁目２番
１号地球市民か
ながわプラザＮ
ＰＯなどのため
の事務室内 

（略） 

  

特定非営利活動
法人横浜日独協
会 

横浜市中区桜木
町一丁目１番地
56みなとみらい
21クリーンセン
タービル５階市
民活動共同オフ
ィス内 

（略） 

 （略）     （略）   

 
特定非営利活動
法人こころの健
康を考えるかる
がも会 

横浜市港南区港
南台九丁目28番
３号 

令 和 ２ 年
１ 月 １ 日
か ら 令 和
７ 年 10 月
31日まで 

  

（新規）   

 
ＮＰＯ法人スロ
ーライフ障害者
地域活動支援セ
ンター 

鎌倉市腰越四丁
目９番８号 

令 和 ２ 年
11 月 １ 日
か ら 令 和
７ 年 10 月
31日まで 

  

 
（新規）   
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３ 事務処理の特例に関する条例（平成11年神奈川県条例第41号）新旧対照表 

改    正 現    行 

第１条～第３条 （略） 第１条～第３条 （略） 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

 １～30 (略) (略)   １～30 (略) (略) 

30の２ 神奈川県生活環境の保

全等に関する条例（以下この

項 に お い て 「 条 例 」 と い

う。）及び条例の施行のため

の規則に基づく次の事務 

⑴～⑺ (略) 

⑻ 条例第113条の３の規定に

より、環境汚染       

              

              

              

              

              

               

              

              

              

              

              

              

              

    を確認した場合に

おいて、環境汚染の原因の

調査を行い、及び必要な指

導をすること。 

⑼～⑾ (略) 

⑿ 条例第113条の６第１項の

規定により、        

              

       環境汚染対

策計画      の報告

を受理すること。 

⒀～⒅ (略) 

市（横浜市及

び川崎市を除

き、左欄⑴及

び⑷に掲げる

事務のうち⑻

から⒄までに

掲 げ る 事 務

（⑻から⒃ま

でに掲げる事

務 に あ っ て

は、公共用水

域及び地下水

の水質の汚濁

（ダイオキシ

ン類に係るも

のを除く。以

下この項にお

いて「水質の

汚 濁 」 と い

う 。 ） に 限

る。）に関す

るもの、左欄

⑵、⑶及び⑻

から⒃までに

掲 げ る 事 務

（水質の汚濁 

       

    に限

る。）並びに

左欄⒄に掲げ

る事務にあっ

て は 相 模 原

市 、 横 須 賀

市、平塚市、

藤沢市、小田

原市、茅ケ崎

市、厚木市及

び大和市に限

30の２ 神奈川県生活環境の保

全等に関する条例（以下この

項 に お い て 「 条 例 」 と い

う。）及び条例の施行のため

の規則に基づく次の事務 

⑴～⑺ (略) 

⑻ 条例第113条の３の規定に

より、環境汚染（大気の汚

染（ダイオキシン類に係る

ものを除く。以下この項に

おいて同じ。）、公共用水

域及び地下水の水質の汚濁

（ダイオキシン類、全亜

鉛、有機スズ化合物、ノニ

ルフェノール及び４―オク

チルフェノールに係るもの

を除く。以下この項におい

て 「 水 質 の 汚 濁 」 と い

う。）並びにダイオキシン

類及び全亜鉛に係るものに

限る。以下この項において

同じ。）を確認した場合に

おいて、環境汚染の原因の

調査を行い、及び必要な指

導をすること。 

⑼～⑾ (略) 

⑿ 条例第113条の６第１項の

規定により、環境汚染を改

善するための計画（以下こ

の項において「環境汚染対

策計画」という。）の報告

を受理すること。 

⒀～⒅ (略) 

市（横浜市及

び川崎市を除

き、左欄⑴及

び⑷に掲げる

事務のうち⑻

から⒄までに

掲 げ る 事 務

（⑻から⒃ま

でに掲げる事

務 に あ っ て

は、水質の汚

濁及び全亜鉛

に係るもの  

      

      

      

      

      

      

    に限

る。）に関す

るもの、左欄

⑵、⑶及び⑻

から⒃までに

掲 げ る 事 務

（水質の汚濁

及び全亜鉛に

係るものに限

る。）並びに

左欄⒄に掲げ

る事務にあっ

て は 相 模 原

市 、 横 須 賀

市、平塚市、

藤沢市、小田

原市、茅ケ崎

市、厚木市及

び大和市に限
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改    正 現    行 

り、左欄⑴に

掲げる事務の

うち⑻から⒃

までに掲げる

事務（大気の

汚染（ダイオ

キシン類に係

る も の を 除

く。以下この

項において同

じ 。 ） に 限

る。）に関す

るもの、左欄

⑵及び⑶に掲

げる事務（大

気の汚染に限

る。）、左欄

⑷に掲げる事

務のうち⑸及

び⑻から⒃ま

でに掲げる事

務（⑻から⒃

までに掲げる

事務にあって

は、大気の汚

染に限る。）

に 関 す る も

の、左欄⑸に

掲げる事務並

びに左欄⑻か

ら⒃までに掲

げる事務（大

気の汚染に限

る。）にあっ

て は 相 模 原

市 、 横 須 賀

市、平塚市及

び藤沢市に限

り、左欄⑴及

び⑷に掲げる

事務のうち⑻

から⒃までに

り、左欄⑴に

掲げる事務の

うち⑻から⒃

までに掲げる

事務（大気の

汚染     

      

      

      

      

    に限

る。）に関す

るもの、左欄

⑵及び⑶に掲

げる事務（大

気の汚染に限

る。）、左欄

⑷に掲げる事

務のうち⑸及

び⑻から⒃ま

でに掲げる事

務（⑻から⒃

までに掲げる

事務にあって

は、大気の汚

染に限る。）

に 関 す る も

の、左欄⑸に

掲げる事務並

びに左欄⑻か

ら⒃までに掲

げる事務（大

気の汚染に限

る。）にあっ

て は 相 模 原

市 、 横 須 賀

市、平塚市及

び藤沢市に限

り、左欄⑴及

び⑷に掲げる

事務のうち⑻

から⒃までに
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改    正 現    行 

掲 げ る 事 務

（ダイオキシ

ン類に係るも

のに限る。）

に関するもの

並 び に 左 欄

⑵、⑶及び⑻

から⒃までに

掲 げ る 事 務

（ダイオキシ

ン類に係るも

のに限る。）

にあっては相

模原市及び横

須 賀 市 に 限

る。） 

掲 げ る 事 務

（ダイオキシ

ン類に係るも

のに限る。）

に関するもの

並 び に 左 欄

⑵、⑶及び⑻

から⒃までに

掲 げ る 事 務

（ダイオキシ

ン類に係るも

のに限る。）

にあっては相

模原市及び横

須 賀 市 に 限

る。） 

31～160 (略) (略) 31～160 (略) (略) 
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